
特集：日常生活を脅かす犯罪への取組み

特集に当たって

本年の警察白書の特集テーマは、「日常生活を脅かす犯罪への取組み」です。

この特集では、「日常生活を脅かす犯罪」として、近年、多数の被害が続いている振り

込め詐欺（恐喝）を中心として、国民が日常生活を送る中で気付かないうちに巻き込まれ

る危険性の高い身近な犯罪を取り上げることとしました。

最近の治安情勢は、刑法犯認知件数が平成14年をピークに減少を続けるなど、改善傾向

が続いていますが、国民の治安に対する不安は、依然として払拭
しょく

されていません。

振り込め詐欺（恐喝）については、16年以降、毎年250億円を超える被害が生じており、

深刻な状況にあります。振り込め詐欺（恐喝）は、親や祖父母が子や孫を思う情愛につけ

込み、人と社会の信頼関係を逆手に取るなど極めて卑劣な犯罪であり、生活資金やかけが

えのない財産を根こそぎだまし取られ自殺に追い込まれた被害者の方もいます。また、匿

名社会に身を潜めた犯行グループが、架空・他人名義の携帯電話や預貯金口座等を利用し

て、被害者に対面することなく組織的に犯行を繰り返している、現代社会の利便性の盲点

をついた犯罪でもあります。

このほかにも、近年、家屋の屋根、土台等の点検を口実に不要なリフォーム工事を高額

で行う点検商法等の悪質商法、食品の偽装表示等の食の安全・安心を脅かす事犯等が多発

しており、国民にとって日常生活を送る中で気付かないうちに犯罪に巻き込まれる危険性

は高いものとなっていると考えられます。

こうした情勢を踏まえ、この特集では、第１節で振り込め詐欺（恐喝）その他の日常生

活において国民の財産が脅かされる犯罪（悪質商法、ヤミ金融事犯及びインターネットを

利用した詐欺）及び日常生活において国民の生命・身体が脅かされる犯罪（食品・製品等

に係る安全・安心を脅かす事犯及び保健衛生事犯）の現状を概観した上で、第２節でこれ

らの犯罪に対する警察の取組みについて詳述し、第３節で今後の展望を提示しました。

警察では、取締活動及び予防活動を推進していますが、日常生活を脅かす犯罪への対応

は、関係する行政機関や団体も多く、その協力が欠かせません。この特集によって、関係

機関・団体と警察との連携が一層緊密なものとなるとともに、国民の皆様にもこのような

犯罪に巻き込まれないための方法について御理解をいただき、安全に安心して日常生活を

送ることができる一助になれば幸いです。
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（１）振り込め詐欺（恐喝）の現状
①　深刻化する被害
ア　認知状況

振り込め詐欺（恐喝）とは、次の４類型の詐欺等の総称である。
・　いわゆるオレオレ詐欺（恐喝）

親族を装うなどして電話をかけ、会社における横領金の補てん金等の様々な名目で現金
が至急必要であるかのように信じ込ませ、動転した被害者に指定した預貯金口座に現金を
振り込ませるなどの手口による詐欺（又は恐喝）
・　架空請求詐欺（恐喝）

架空の事実を口実に金品を請求する文書を送付して指定した預貯金口座に現金を振り込
ませるなどの手口による詐欺（又は恐喝）
・　融資保証金詐欺

融資を受けるための保証金の名目で指定した預貯金口座に現金を振り込ませるなどの手
口による詐欺
・　還付金等詐欺

社会保険事務所等を装い、医療費の還付等に必要な手続を装って現金自動預払機
（ATM）を操作させて口座間送金により振り込ませる手口による電子計算機使用詐欺（平
成18年６月に初めて認知された。）
その特徴は、
・ 電話を利用して被害者をだますこと（又は脅すこと）
・ 虚偽の氏名、家族関係、身分又は所属を告げ、他人になりすますこと
である。

1 日常生活を脅かす犯罪の現状

1 国民の財産を脅かす犯罪の現状

年次区分
認知件数（件） 25,667 21,612 19,020 17,930 20,481
オレオレ詐欺（恐喝） 14,874 6,854 7,093 6,430 7,615
架空請求詐欺（恐喝） 5,101 4,826 3,614 3,007 3,253
融資保証金詐欺 5,692 9,932 7,831 5,922 5,074
還付金等詐欺 ― ― 482 2,571 4,539

被害総額（億円） 283.8 251.5 254.9 251.4 275.9
オレオレ詐欺（恐喝） 191.3 128.6 146.8 145.3 155.2
架空請求詐欺（恐喝） 54.1 56.1 48.9 37.7 35.9
融資保証金詐欺 38.4 66.8 54.2 38.6 37.5
還付金等詐欺 ― ― 5.1 29.9 47.4
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図 - 1 振り込め詐欺（恐喝）の認知件数・被害総額の推移（平成16～20年）



3

日
常
生
活
を
脅
か
す
犯
罪
へ
の
取
組
み 

特
集 

振り込め詐欺（恐喝）の被害は、15年夏ころから目立ち始め、16年に、認知件数は約２万

5,700件、被害総額は約284億円とピークに達した。その後、認知件数は漸減傾向を示していた

が、被害総額については毎年250億円以上の被害が発生し、ほぼ横ばいの状況であった。20年

は、認知件数、被害総額とも増加に転じ、認知件数は約２万500件、被害総額は約276億円と16

年に次ぐ被害が発生しており、依然として深刻な状況にある。

20年中の類型別の被害総額についてみると、オレオレ詐欺（恐喝）が最も多く、次いで還付

金等詐欺、融資保証金詐欺、架空請求詐欺（恐喝）の順となっている。

月別の被害状況についてみると、ATMによる現金振り込みの限度額が10万円に制限された

19年１月に被害は激減したが、同月から20年上半期にかけて増加傾向を示した。20年６月、警

察庁に振り込め詐欺対策室を設置し、官民を挙げた諸対策を強力に推進した結果、20年下半期

の被害は減少に転じた。

20年中の類型別の被害者の年齢層についてみると、オレオレ詐欺（恐喝）と還付金等詐欺の

被害者は、60歳以上の者がそれぞれ84.5％と73.7％を占め、架空請求詐欺（恐喝）は40歳未満の

者が61.4％、融資保証金詐欺は30歳以上60歳未満の者が69.8％を占めている。

第1節：日常生活を脅かす犯罪の現状
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図 - 2 振り込め詐欺（恐喝）の認知件数・被害総額の月別推移（平成16年7月～21年4月）

オレオレ詐欺（恐喝） 架空請求詐欺（恐喝）

還付金等詐欺融資保証金詐欺

70歳代以上
43.9％

60歳代 40.6％

50歳代
13.7％

40歳代 1.2％

30歳代 0.5％20歳代以下 0.1％ 70歳代以上 1.8％60歳代 4.4％

50歳代
11.8％
40歳代
20.6％

30歳代 24.7％

20歳代以下 36.7％

70歳代以上 5.4％

60歳代 13.7％

50歳代 21.9％

40歳代 26.9％

30歳代
21.0％

20歳代以下 11.1％

70歳代以上
36.7％

60歳代 37.0％

50歳代
17.1％

40歳代 5.7％
30歳代 2.7％

20歳代以下 0.8％

60歳以上の者が84.5％を占める。

30歳以上60歳未満の者が69.8％
を占める。

40歳未満の者が61.4％を占める。

60歳以上の者が73.7％を占める。

図 - 3 振り込め詐欺（恐喝）4類型の被害者の年齢層（平成20年）
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イ　検挙状況

20年中の振り込め詐欺（恐喝）の検挙件数は4,400件、検挙人員は699人である。16年中の検挙率

は5.1%であったが、関係機関・団体等の協力を得ながら、警察による取締活動を強化した結果、

20年中の検挙率は21.5%にまで向上した。しかし、振り込め詐欺（恐喝）の捜査には次に述べるよ

うな課題があるため、刑法犯全体の検挙率（31.5%）と比べると、依然として低い状況である。

ウ　捜査上の課題

振り込め詐欺（恐喝）の捜査上の課題は、次のとおりである。

第１に、匿名性である。犯人は架空・他人名義の携帯電話や預貯金口座等の匿名性の高い犯行ツ

ールを用いて、被害者に対面することなく犯行を遂げることが多く、犯人の特定が困難である。

第２に、広域性である。被害者の居住地、振り込みに指定された預貯金口座が開設された金

融機関支店の所在地、犯行に利用された携帯電話が契約された店舗の所在地、被害金の引き出

しに利用されたATMの所在地等がそれぞれ異なるなど、捜査が複数の都道府県に及ぶケース

が大半であるため、広域かつ長期間の捜査が必要である。

第３に、手口の巧妙化・多様化である。犯行グループは、警察の捜査や関係機関・団体等の

講ずる様々な対策をかいくぐり、犯行グループ間で成功率の高い手口に関する情報を共有する

などして、日々、手口を巧妙化・多様化させている（５頁参照）。

第４に、犯行グループの組織性である。振り込め詐欺（恐喝）の犯行グループは、首謀者、

だまし役、詐取金引出役（いわゆる出し子）（注１）、犯行ツール調達役（注２）等から成る犯罪組織

であり、短期間で離合集散を繰り返し、犯行拠点を移動するなど、警察の捜査から逃れるため

の対策を徹底していることから、犯行グループの実態解明が困難である（８頁参照）。

年次区分
検挙件数（件）  1,305 2,539 2,974 3,079 4,400
検挙人員（人） 548 819 761 454 699
検挙率（％）  5.1 11.7 15.6 17.2 21.5
全刑法犯検挙率（％） 26.1 28.6 31.2 31.7 31.5
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図 - 4 振り込め詐欺（恐喝）の検挙状況の推移（平成16～20年）

注1：被害者からだまし取った金銭をATMから引き出す役
2：犯行に用いる架空・他人名義の携帯電話や預貯金口座等を調達する役
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②　手口の巧妙化・多様化

振り込め詐欺（恐喝）の犯行グループは、社会情勢の変化等に応じて手口を巧妙化・多様化

させている。

ア　オレオレ詐欺（恐喝）の変遷

オレオレ詐欺（恐喝）における金銭の要求名目としては、身近な人が困難な状況に陥ってお

り、金銭が至急必要であるかのように信じ込ませ、被害者を動転させる巧妙かつ多様なものが

用いられている。16年中には、交通事故示談金名目が多く用いられたが、20年中には、「会社

のお金を使い込んでいたことが見付かってしまったので、至急お金を返さなければならない」

といった会社でのトラブル・横領等の補てん金名目や「サラ金から借りたお金の返済を強く求

められていてお金が必要だ」といったサラ金等借金返済名目が多く用いられるようになるなど、

金銭の要求名目は変遷を重ねている。

また、親族を装って被害者に電話をかけ、電話番号が変わった旨を伝えた後、改めて被害者

に電話をかけて金銭をだまし取る手口が用いられるなど、ますます巧妙化している。この手口

では、犯人から２度目の電話がかかってきた際、あらかじめ伝えられていた変更後の電話番号

が用いられるために、被害者はその親族からの電話であると信じやすくなる上、被害者が事実

確認のためにその親族に折り返し電話をかけようとしても犯人につながってしまうことから、

詐欺であることに気付いて被害を避けることが困難になる。

イ　還付金等詐欺の増加

還付金等詐欺の特徴は、被害者に送金の認識がないことである。すなわち、被害者は、犯人

の指示どおりにATMを操作することによって、医療費の還付等が受けられるものと思ってい

るが、実際には、気付かないまま、被害者の預貯金口座から犯人の管理する預貯金口座へ送金

してしまう。

第1節：日常生活を脅かす犯罪の現状
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（妊娠中絶手術費用、刑事事件に係る示談金・弁償費用・保釈金 等）

図 - 5 オレオレ詐欺（恐喝）における金銭の要求名目別認知件数の割合（平成16～20年）

今、ATM前に
着きました。

２

画面表示は関係ないので安心してください。
まずは「振込」ボタンを押してください。
次にカードを入れて、暗証番号を入力。
○○銀行１１２５６７を押してください。
次に、「４」「９」「８」「８」「０」「０」。
最後に「確認」ボタンを。
２週間後にあなたの口座に還付金が振り込
まれます。

犯人
（だまし役）

被害者

１

被害者に電話をかけ、医療費の還付が受けられると思い込ませる。

××社会保険事務所ですが、
医療費の還付32,000円が
受けられます。

銀行のATMで
手続ができるので、
ATMの前から電話をください。

だまされてしまった！

うまくいったな！

３

医療費の還付手続と思ってATMを操作するが、実際は
犯人の口座に498,800円を振り込んでしまった。

２週間後に・・・

図 - 6 還付金等詐欺の手口
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マネー・ローンダリング対策及びテロ資金対策のための国際的な要請を受けて、19年１月、

顧客の本人確認の厳格化が図られた結果、ATMによる現金振り込みの限度額が10万円に制限

され、高額の現金振り込みがATMで行えなくなったことから、いったんオレオレ詐欺等の被

害は激減した。しかし、当該制限をかいくぐる手口として、現金を振り込ませるのではなく、

還付金等詐欺にみられるように、口座間送金をさせる手口が急増した。

また、犯人は、社会的関心の高い話題に敏感であり、還付金等詐欺の発生当初は、税務署を

装い、税金の還付を名目とするものが多くみられたが、19年以降は、社会保険事務所を装い、

医療費の還付を名目とするものが多くみられるようになった。

ウ　ATMを利用しない手口の増加

被害金の送金手段としては、ATMの利用等金融機関を経由するものが大半を占めることか

ら、警察では、口座凍結依頼の実施（23頁参照）、地域警察官によるATMの設置場所への立ち

寄りによる警戒（27頁参照）等の対策を強化したところ、

・ エクスパック（注）等を利用して、指定した私設私書箱あてに現金を送付させ、そこから

別の私設私書箱あてに転送させ、順次、同様の転送を繰り返して複数の私設私書箱を経由

した後に現金を入手する手口

・ 警察官、金融機関職員、運送業者等を装って既にだまされている被害者宅を訪れ、直接、

被害者から現金やキャッシュカードをだまし取る手口

といったATMを利用しない手口が増加している。

（年）
（％）

平
成

0 20 40 60 80 100

その他地方公共団体等社会保険事務所等税務署等

20

19

18 90.2

34.2

5.8 55.4 28.7 10.1

31.5 25.2 9.0

0.6
4.8

4.4

図 - 7 還付金等詐欺における犯人の装った機関別認知件数の割合（平成18～20年）

平成20年3～6月 平成21年2月

その他 1.8％
手交 1.3％

現金書留・宅配便 1.4％
エクスパック
6.8％

金融機関
窓口
17.7％

ATM
71.0％

その他 1.5％

手交
12.8％現金書留・宅配便

6.2％

エクスパック
14.7％

金融機関
窓口
14.1％

ATM
50.7％

図 - 8 振り込め詐欺（恐喝）における送金手段の変化

注：ポストへの投函が可能な専用封筒に荷物を入れ、全国一律料金で配達する郵便事業株式会社のサービスであり、現金を同封して送付する
ことはできない。
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エ　転送電話サービスの悪用

犯人は、公的機関や正規の業者を装って被害者に電話をかけ、又は被害者に電話をかけさせ

る際に、転送電話サービスを悪用することがある。「03」から始まる固定電話を示す電話番号

や「0120」から始まるフリーダイヤルを示す電話番号等を用いることにより、被害者がよりだ

まされやすくなる。また、転送電話サービス事業者によるサービス利用者の本人確認が徹底さ

れていないことが多く、捜査によって犯行に利用された転送電話サービス事業者を割り出すこ

とができたとしても、犯人を特定することが著しく困難となっている。

第1節：日常生活を脅かす犯罪の現状

日
常
生
活
を
脅
か
す
犯
罪
へ
の
取
組
み 

特
集 

① 犯人に指示された電話番号
（03-××××-△△△△）
に電話

②実際には、犯人は転送電話
サービスを用いて別の携帯電話

被害者

被害者が犯人から指定された電話番号（03-××××-
△△△△ ）に関する捜査によって、電話の加入名義人
が判明

電話の加入名義人に関する捜査によって、当該名義人
は転送電話サービス事業者であり、犯人は別の携帯電
話を利用していたことが判明

問題点

転送電話サービス事業者によるサービス利用者の
本人確認の実施を促進することが必要

対策

転送電話サービス事業者

犯人
（だまし役）

今から言うとおりに
ATMを操作してください。
あなたの口座に還付金
を振り込みます･･･

転送電話サービス事業者によるサービス
利用者の本人確認が実施されなければ、
犯人を特定することが著しく困難

（090-○○○○-□□□□）を
利用

図 - 9 転送電話サービスの悪用例
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③　犯行グループの実態

ア　犯行グループの構成

振り込め詐欺（恐喝）の犯行グループは、元ヤミ金業者、元暴走族、不良少年仲間、暴力団

関係者等が中核となって、だまし役、詐取金引出役、犯行ツール調達役等がそれぞれ役割分担

して犯行を行う犯罪組織である。

犯行グループは、20歳代、30歳代前半の若者が多くを占める。また、あるグループで犯行の

ノウハウを習得した者が当該グループを離脱して新たなグループを形成するなど、数か月単位

で離合集散する流動的かつ柔軟な組織となっており、新たに犯行グループに入ってくる者が後

を絶たない状況にある。

なお、犯行グループは、振り込め詐欺（恐喝）の犯行に不可欠である架空・他人名義の携帯

電話や預貯金口座等を道具屋（注）から調達していることが多い。

イ　メンバーの募集方法

被害者からだまし取った金銭をATMから引き出して運搬することを担当する詐取金引出役

は、最も警察に検挙される可能性が高いため、犯行グループは、インターネットや新聞広告を

利用して詐取金引出役を募集し、相互に素性を隠すことによって、検挙された場合にも他のメ

ンバーに捜査が及ばないように工夫していることが多い。また、あるメンバーが他のメンバー

を口伝えで集め、首謀者でさえ犯行グループの全容を把握していない場合もある。

ウ　警察の捜査から逃れるための策略

犯行グループは、警察の捜査から逃れるため、犯行拠点を転々としており、中には、犯行拠

点として車両を用い、常に移動しながら犯行を繰り返している例もある。また、犯行グループ

は、犯行拠点近辺に監視カメラを設置し、犯行拠点近辺の駐車車両に注意を払うなど、警察の

捜査を常に警戒しており、警察による犯行拠点の捜索・差押えに際しては、犯行に利用してい

た携帯電話を破壊するなど、証拠隠滅による捜査妨害を図ることが多い。

グループの中核
・元ヤミ金業者
・元暴走族
・不良少年仲間
・暴力団関係者　等

詐取金引出役

首謀者

犯行ツール調達役

預貯金口座

道具屋

犯行グループ

新たに
グループに加入

ノウハウを
習得して
新たな
グループを
形成

犯行ツールを供給

・5、6人から数十人で構成
・20歳代、30歳代前半の若者が中心
・数か月単位でグループは離合集散
・次 と々新たなグループができる

流動的かつ柔軟な組織

・5、6人から数十人で構成
・20歳代、30歳代前半の若者が中心
・数か月単位でグループは離合集散
・次々と新たなグループができる

流動的かつ柔軟な組織

だまし役

（通帳・カード）
携帯電話

図 - 10 犯行グループの構成

注：架空・他人名義の携帯電話や預貯金口座等の犯行ツールを反復継続的に供給する者
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このように、匿名社会に身を潜め、警察の捜査をかいくぐり、離合集散を繰り返しながら、

いわばビジネスとして振り込め詐欺（恐喝）を悪質・巧妙な手口によって敢行する犯行グルー

プは、新たな形態の犯罪組織として、国民の日常生活を脅かす存在となっている。

第1節：日常生活を脅かす犯罪の現状

日
常
生
活
を
脅
か
す
犯
罪
へ
の
取
組
み 

特
集 

警察の捜査によって検挙された被疑者の供述等により判明したある犯行グループの実態は、次のとおり
である。
○　犯行動機
・ 苦労せずに稼いで、高級マンションに住み、高級外車に乗りたいという願望があり、以前はヤミ金
をやっていた。ヤミ金の取締りが厳しくなって利益が上がらなくなってから、架空請求詐欺がもうか
るという話を聞いて始めた（首謀者の供述）。
・ 借金があり、また、遊ぶ金も欲しかったことから、出し子を始めた（詐取金引出役の供述）。

○　罪の意識
・ だましている相手の顔が見えないので、かわいそうという気持ちにはならず、だましやすい相手で
あれば、何度も続けてだまし取った。上手くだまし取れた場合は、ガッツポーズをして他のだまし役
に誇示した。罪の意識など一切感じなかった（だまし役の供述）。
・ 自分が直接だますわけではないので、被害者の気持ちなど考えたこともなく、罪の意識は全くなか
った。引き出した金額の5％を報酬として受け取ることができたので、多額の現金引き出しの指示を
心待ちにしていた（詐取金引出役の供述）。

○　犯行グループの構成
・ 東京でヤミ金をしていたメンバーで始めたが、その後、横浜の元暴走族のメンバーが犯行グループ
に加わった。だまし役が十数人になったため、2つのグループに分離し、それぞれのグループに現場
責任者を置いて売上げを競わせた（首謀者の供述）。

○　報酬
・ だまし取った金銭は、犯行ツール代等の必要経費を除き、犯行グループの首謀者に渡り、メンバー
には売上高（だまし取った金額）に応じて月給として支払われ、現場責任者には、売上げを向上させ
るために、月給とは別に、歩合制で売上高の2割が渡されていた。また、多額の金銭をだまし取った
ときには、臨時ボーナスが支給された（首謀者・だまし役の供述）。
・ 六本木にある高級マンションの入居費、高級外車の購入費に充てたほか、キャバクラで遊んだり、
彼女に貢いだりして使った（首謀者の供述）。

1 振り込め詐欺犯行グループの実態

・ 無職の男（24）ら4人は、借金の返済に窮したなどの理由から、雑誌や知人の話を基にしてオレオレ
詐欺を始め、20年8月ころから同年9月ころにかけて、100件ほど電話をかけたが、一度も金銭をだま
し取ることができないまま、同月から同年10月にかけて、詐欺未遂罪で逮捕された（警視庁）。
・ 17年7月ころから18年5月ころにかけて、オレオレ詐欺により、30人以上の被害者から1億円を超
える被害金をだまし取ったとして起訴された無職の男（27）は、20年7月、神戸地方裁判所から懲役
11年及び罰金300万円の実刑判決を受けた（兵庫、警視庁、石川）。

2 振り込め詐欺犯行グループの末路
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④　国民の意識

振り込め詐欺（恐喝）の被害者及び一般国民に対する調査（注）によると、被害者は一般国民

に比べて、被害に遭う前の時点において、振り込め詐欺（恐喝）の手口に関する知識が不十分

な傾向にある。また、約３割の被害者は、振り込め詐欺（恐喝）と疑いながらも振り込んでし

まっている。

さらに、被害者は一般国民に比べて、被害に遭う前の時点において、家族で対策を決めてい

る人や振り込め詐欺（恐喝）について家族と話をしたことのある人が少ない傾向にあり、口座

間送金の限度額を引き下げる対策をとっている人やその仕組みを知っている人も少ない傾向に

ある。

0 20 40 60 80 100（％） 無回答

振り込め詐欺（恐喝）を全く知らなかった

「振り込め詐欺（恐喝）」という名称を知っていた程度

振り込め詐欺（恐喝）とその手口について少しは知っていた

振り込め詐欺（恐喝）とその手口について詳しく知っていた

一般国民

被害者 9.7 61.0 27.6 0.8

0.419.8 69.8 8.8

1.2

0.8

図 - 11 振り込め詐欺（恐喝）の知識に関する質問

0 20 40 60 80 100（％）
無回答

振り込め詐欺（恐喝）と全く考えなかった

振り込め詐欺（恐喝）と少し考えた

振り込め詐欺（恐喝）と考えた

被害者 5.5 24.6 67.4 2.5

図 - 12 犯人から電話等があった際の被害者の心境に関する質問

0 20 40 60 80 100（％） 無回答

覚えていない話をしたことはない

１度話をしただけ

複数回話をしたが、対策は決めていない

家族で対策を決めている

一般国民

被害者

5.2

20.6 47.8 7.7 20.8 1.0
2.1

3.3

3.6

29.0 47.5 11.3

図 - 13 振り込め詐欺（恐喝）に関する家族での対話等に関する質問

0 20 40 60 80 100（％） 無回答

限度額引下げの仕組みを知らなかった

限度額を引き下げることができることは知っていたが、
引き下げていない

限度額を引き下げていた

一般国民

被害者

4.1

5.8

1.6

12.4 77.6

12.4 35.4 50.6

図 - 14 口座間送金の限度額に関する質問

注：警察庁では、振り込め詐欺（恐喝）の被害者と一般国民の振り込め詐欺（恐喝）に対する意識の相違等を把握するため、平成21年1月13日から
26日までの間に、被害を届け出た振り込め詐欺（恐喝）の被害者362人（性別は、男性39.0%、女性60.5%、無回答0.6%。年齢層は、20歳代
以下8.6%、30歳代13.3%、40歳代12.7%、50歳代14.9%、60歳代20.2%、70歳代21.0%、80歳代以上9.1%、無回答0.3%）と各都道
府県の運転免許試験場等に運転免許証の更新を受けるために来場した一般国民1,000人（性別は、男性60.5%、女性39.1%、無回答0.4%。
年齢層は、20歳代以下13.4%、30歳代24.6%、40歳代18.0%、50歳代17.6%、60歳代18.3%、70歳代5.4%、80歳代以上2.3%、無回
答0.4%）に対して調査を実施した。
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こうした結果から、振り込め詐欺（恐喝）の被害防止のためには、その手口をより一層周知

すること、家族間の合言葉の設定を奨励すること、口座間送金の限度額の引下げを促進するこ

となどの対策が効果的と考えられる。さらに、犯人から電話等があった際に、振り込め詐欺

（恐喝）であることを一時疑った被害者も、犯人の巧妙な手口によってだまされていることか

ら、不審な電話等があった場合には、一人で悩まずに家族等に相談するよう周知することが重

要であると考えられる。

第1節：日常生活を脅かす犯罪の現状

日
常
生
活
を
脅
か
す
犯
罪
へ
の
取
組
み 

特
集 

オレオレ詐欺の被害者からの聞き取り調査から浮かび上がる、被害者がだまされる際の心理状況は、次
のとおりである。

・ 父母や祖父母の心理として、犯人から「オレだけど分かる」と問い掛けられると、反射的に「A男か」
などと息子や孫の名前を言ってしまう。

・ 息子や孫からの電話と思うと、それだけでうれしくなり、声が違っていても、犯人の言い訳を安易に信
じるなどして息子や孫と思い込んでしまう。
例 実際には、息子の声は聞き取りにくく、風邪をひくことによってよく通る声に変わることは考えに
くいのに、息子を名乗る犯人の電話の声がよく通る声で、明らかに息子の声と違うことを認識しなが
らも、「風邪をひいた」という不合理な説明をそのままうのみにしてしまう。

・ 窮地に陥っている息子や孫を助けてあげたいという気持ちが高まって、犯人の不審な言動に対して疑問
を抱かず、冷静な判断ができなくなる。
例1 いつもは「お母さん」と呼ばれるところ、「オカン」と日ごろ聞き慣れない言葉で呼ばれたにも
かかわらず、自分への親しみからだと良い方向に解釈する。

例2 息子は教師であるため、「会社の金を無くしてしまった」という説明は不合理であるにもかかわ
らず、「息子は教えている科目の関係で、様々な企業とかかわりがあり、共同研究をやっているの
かもしれない」と無意識のうちに話のつじつまを合わせてしまう。

3 オレオレ詐欺にだまされる被害者の心理

振り込め詐欺（恐喝）の被害者は、時として、数百万円から数千万円にも及ぶ多額の金銭を一瞬にして
失うという財産的被害を被るのみならず、被害に遭ったことにより、次の例のように、将来の希望を失う、
人間不信に陥る、人間関係に亀裂が生じる、健康を損なうなど、様々な被害に苦しんでいる。

・ 老後の生活のために、こつこつと貯めてきたお金をすべて奪われてしまい、今後、どうやって生きてい
けばよいか分からない。

・ 犯人からお金をだまし取られたために、だれも信用できなくなり、電話に出ることもできず、外へ出る
ことも、人と話すこともなく、家に閉じこもっている。

・ だまされたことについて息子や夫になじられ、家族関係が壊れてしまった。

・ 犯人と息子を間違えたこと、息子を信用できなかったことについて自分自身を責め続けた結果、うつ状
態になって食事も取れなくなり、入院してしまった。

4 振り込め詐欺（恐喝）の被害に苦しむ被害者の声
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（２）悪質商法の現状
悪質商法とは、一般消費者を対象に、組織的・反復的に敢行される商取引であって、その商

法自体に違法又は不当な手段・方法が組み込まれたものをいう。

悪質商法は、社会経済情勢に応じて常に変化を続けており、その手口は多岐にわたる。悪質

業者は、商取引に不慣れな高齢者等をねらって詐欺的商行為を重ね、多額の被害をもたらして

いる。

①　特定商取引等に係る事犯の検挙状況

特定商取引等に係る事犯（注１）の検挙事件数（注２）は、平成16年から17年にかけて点検商法が社

会問題化したことを受けて取締りを推進し、18年にピークを迎えた。その後も高齢者をねらっ

た点検商法や催眠商法は続発しており、高い水準で推移している。

②　特定商取引等に係る事犯の主な手口

近年検挙された特定商取引等に係る事犯の主な手口は、次のとおりである。

なお、最近では、証拠隠滅のため、悪質業者が消費者保護関係機関の職員を装って被害者宅

を訪問し、契約に関係する書類を持ち去るという悪質な事案も発生している。

ア　点検商法と次々販売商法

点検商法とは、家屋の屋根、土台、配管等の無料点検をした上で、「このままでは家が倒れ

る」などと告げて不安をあおり、不要かつ高額なリフォーム工事等を行ったり、水道水や布団

等の点検をした上で、「水にさびが混じっている」、「布団の中にダニがいる」などと告げて高

額な浄水器や布団等を売りつけたりする商法であり、主に高齢者を対象とする。

（事件）

平成

（人）

（年）
0

20

40

60

80

100

120

140

160
検挙事件数（事件）

20191817161514131211
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450
検挙人員（人）

図 - 15 特定商取引等に係る事犯の検挙状況の推移（平成11～20年）

注１：被害人員等には、特定商取引法違反の契約者数、同法違反に関連する詐欺の被害者数等を計上している。
　２：被害額等には、特定商取引法違反の契約額、同法違反に関連する詐欺の被害額等を計上している。

年次
区分 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

検挙事件数（事件） 91 97 116 107 65 75 124 138 112 142

検挙人員（人） 290 300 282 279 204 229 330 385 299 279

検挙法人（法人） 10 14 8 24 11 11 27 32 34 28

被害人員等（人） 174,306 63,190 26,532 55,689 41,784 27,719 64,420 70,679 75,495 33,833

被害額等 159億6,806万円 1,049億7,116万円 51億3,723万円 170億8,451万円 79億0,829万円 92億0,690万円 350億6,785万円 307億6,091万円 196億1,200万円 107億1,870万円

表 - 1 特定商取引等に係る事犯の検挙状況の推移（平成11～20年）

注1：訪問販売等を規制する特定商取引に関する法律（以下「特定商取引法」という。）違反及び特定商取引に関連する詐欺、恐喝等の刑法犯
2：同一の被疑者で同種の余罪がある場合でも、一つの事件として計上した統計



13

特に悪質なものとして、故意に排水管を破壊して修

繕工事の契約を締結させる事例や、全く工事を行って

いないにもかかわらず工事が完了したように装って代

金をだまし取る事例があった。

なお、一度これらの取引をした被害者は、悪質業者

間で情報が共有されることにより、別のリフォーム工

事や商品の購入を次々と迫られる、いわゆる次々販売

商法の被害を受けることもある。

イ　催眠商法（注１）

日用雑貨品の廉価販売等をうたい文句に、家庭訪問、

チラシ、路上での声掛け等によって貸店舗等に誘い込

み、健康に関する話題等で会場を熱狂的な雰囲気に盛

り上げて、高額な健康器具、健康食品、布団等を売り

つける商法であり、主に高齢者を対象とする。悪質業

者は、短期間のうちに営業の本拠を移転させるため、

クーリング・オフ（注２）もできない場合がある。

特に悪質なものとして、購入を拒否する者を脅して

商品を売りつける事例や、契約申込者に預金を引き出

させて直ちに代金を受領するため、金融機関まで同行

する事例があった。

ウ　霊感商法

家庭訪問やチラシ等により、廉価で家相鑑定や姓名鑑定等を

行うなどと宣伝し、営業所等を訪れた者に対し「印鑑を作らな

いと家族が早死にする」、「厄除けのお守りを持っていないと家

族に災難が降りかかる」などと不安をあおった上、災厄を免れ

る効果があるとする高額な商品を売りつける商法である。

特に悪質なものとして、購入を拒否する者を退去させず長時

間にわたって執拗
よう

に購入を持ち掛ける事例や、高額な商品を数

回にわたって売りつける事例があった。

エ　かたり商法

官公署の職員や委託業者を装って、

・ 「消防署の方から来たが、消火器の備付けが義務付けられている」と告げて高額な消火

器を売りつける

・ 「NHKの関係の者だが、地上デジタルテレビへの切替工事が必要だ」と告げてアンテナ

や受信機の取付工事等を高額で行う

などの商法である。

第1節：日常生活を脅かす犯罪の現状
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注1：催眠商法を最初に用いた新製品普及会の頭文字を取って「ＳＦ商法」とも呼ばれる。
2：契約の無条件解約
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オ　原野商法や資格商法と二次被害

原野商法とは、原野や山林等で利用価値が低く転売もできないような土地を、近い将来高騰

し高値で転売できるように装って、元値の数百倍で売りつける商法であり、資格商法とは、架

空の資格や正規の資格を取得するための教材費や受講料等の名目で金銭をだまし取る商法であ

る。

これら原野商法や資格商法の被害者は、「所有している土地の買手が見付かったので、測量

工事をすれば高値で転売できる」、「前に受講した通信講座が終了していないため、登録を抹消

しないと高額な受講料が掛かる」などと告げられ、高額な測量工事代金や登録抹消手数料等を

請求される二次被害に遭うこともある。

特に悪質なものとして、土地購入希望者を装う者を同伴して土地所有者宅を訪れ、土地所有

者を信じ込ませる事例があった。

カ　新手の利殖商法

「ロコ・ロンドン取引」（注１）と称する金等の取引及び海外商品先物オプション取引（注２）等の

仲介サービスで、「今なら絶対にもうかる」、「海外の大手取引業者に取り次いでいる」などと

告げて、多額の資金等をだまし取る商法であり、主に投資経験のない高齢者を対象とする。

キ　その他

・ 報酬を得ることが困難であるにもかかわらず、高額な商品を購入させるなどして入会さ

せた上で、更に下部会員を入会させれば高額な報酬が永続的に得られるように装って会員

を募集する違法なマルチ商法

・ 「抽選に当たった」などと有利な条件を強調して電話等で誘い出し、高額な商品を売り

つけるアポイントメントセールス

・ 路上でアンケート調査等を口実に声を掛けて人目の付かない場所等に連れ込み、高額な

商品を売りつけるキャッチセールス

等がある。

1 海外商品先物取引仲介業者役員（36）らは、19年6月ころから20年5月ころにかけて、ロ
コ・ロンドン取引を装い、「当社は経済産業省の許可を得ている。今は30年に一度の絶対もうか
るチャンスで、元金も保証され、万が一倒産しても海外業者の保証があるので絶対に損はしない」
などと告げて、約690人から約37億7,000万円をだまし取った。同年9月、9人を詐欺罪で逮
捕した（千葉、長野）。

2 インターネットゲームソフト開発販売会社役員（66）らは、16年9月ころから18年9月ころ
にかけて、「当社が販売するCD-ROMを購入して会員になれば、インターネットゲームの広告収
入から毎月高配当が得られる」などと告げるとともに、新会員を入会させれば紹介料を支払うと
いううたい文句で既存の会員に新会員を紹介させ、聴覚障害者約2,600人を含む約5,600人か
ら約32億4,000万円をだまし取った。20年1月、7人を詐欺罪で逮捕した（大阪）。

注1：通常、事業者間の相対で行われるロンドン渡しの金等の現物取引の総称であり、銀行、商社等国際的な大手の事業者を中核とする相対
取引市場において電話等を通して行われる取引を指すが、これを称する悪質商法がみられる。

2：海外商品市場において、特定の期日までに特定の価格で先物取引を行うことのできる権利を売買の対象とする取引
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③　資産形成事犯の検挙状況

資産形成事犯（注）の検挙事件数は、年間10事件から20事件前後で推移しているが、検挙人員

は近年増加傾向にある。また、20年中の被害額等は、大型事件の摘発が相次いだことから、過

去５年間で最高の約1,580億円となった。

経済不況が続く中、今後も高配当をうたい文句に敢行される資産形成事犯の増加が懸念される。

④　資産形成事犯の主な手口

資産形成事犯は、預貯金同様の「元本保証」という安全性と「高配当」という著しい有利性

をうたい文句に広域にわたって敢行されるため、多数かつ多額の被害をもたらす場合が多い。

最近は、実態がつかみにくい海外での投資運用を装う事例が多い。また、多くの者から金銭を

だまし取るため、新たな者に出資させればその人数に応じて成功報酬を配当するというシステ

ムを取り入れている事例もあった。

第1節：日常生活を脅かす犯罪の現状
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図 - 16 資産形成事犯の検挙状況の推移（平成11～20年）

注１：被害人員等には、出資法違反（預り金）の出資者数、同法違反に関連する詐欺の被害者数等を計上している。
　２：被害額等には、出資法違反（預り金）の出資額、同法違反に関連する詐欺の被害額等を計上している。

年次
区分 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

検挙事件数（事件） 16 20 24 9 12 10 9 17 12 22

検挙人員（人） 102 88 119 116 72 78 41 73 86 117

検挙法人（法人） 0 1 1 3 2 4 6 4 3 4

被害人員等（人） 10,214 9,232 209,597 84,428 6,628 8,934 3,251 14,429 30,230 64,016

被害額等 234億0,794万円 163億0,428万円 1,393億0,466万円 1,890億4,449万円 275億7,667万円 392億8,457万円 107億1,543万円 437億3,206万円 807億8,580万円 1,579億7,406万円

表 - 2 資産形成事犯の検挙状況の推移（平成11～20年）

投資運用業者（58）らは、17年2月ころから19年5月こ
ろにかけて、「フィリピンでのえび養殖事業に投資すれば、
元本保証の上、15か月後には出資金の2倍を分配する」など
と告げて、約3万5,000人から約849億円をだまし取った。
20年7月、33人を組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制
等に関する法律（以下「組織的犯罪処罰法」という。）違反
（組織的な詐欺）で検挙した（警視庁、長野、愛知、兵庫、
広島、沖縄）。

えびの養殖場であるとされた人工の潟湖

注：利殖を目的とした資産運用の各種取引に係る出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（以下「出資法」という。）、金融商
品取引法、無限連鎖講の防止に関する法律等の違反に係る事犯



16

（３）ヤミ金融事犯の現状
①　ヤミ金融問題の変遷と法改正

ヤミ金融問題は、平成14年ころに深刻な社会問題として認
識されるようになり、いわゆる五菱会事件（注１）や八尾事件（注２）

が社会に大きな衝撃を与えた。このようなヤミ金融情勢を踏
まえ、貸金業の規制等に関する法律が15年８月と18年12月の
２度にわたって改正され、取立行為規制の強化と罰則の強化
等が図られるとともに、22年６月までに、総量規制の導入と
上限金利の引下げ等が図られることとなっている。
②　ヤミ金融事犯の検挙状況

20年中のヤミ金融事犯（注３）の検挙状況は表-3のとおりであ
り、このうち、無登録事犯は309事件、高金利事犯は339事件
（いずれも重複計上）、暴力団が関与する事件は146事件（20
年中の検挙事件全体の33.4％）であった。
ヤミ金融事犯には、
・ 店舗等を設けずに携帯電話を連絡手段として貸付けや取立てを行う090金融
・ ヤミ金業者間で債務者に関する情報を共有して同一債務者に次々と融資を行うシステム
金融

等の典型的な手口のほか、
・ 高級ブランドの腕時計等を貸し付けるとともに、入質することを暗に教示し、レンタル
料の名目で高額な利息を徴収するレンタル時計商法

等、物品の販売・貸与を仮装する手口もみられる。090金融やシステム金融は、連絡用の携帯
電話や利息を受け取るための預貯金口座として他人名義のものを調達・利用するものが多く、
最近ではモバイルバンキング（携帯電話の画面を利用して銀行との取引ができるサービス）を
利用するものもあるなど、その手口は悪質・巧妙化の一途をたどっている。

０９０金融、システム金融等ヤミ金融の横行
　　　　　　　     　・五菱会事件
　　　　　　     　　・八尾事件　　等

○参入条件厳格化
○自主規制機能強化
○総量規制の導入
○上限金利の引下げ
○罰則の強化　等

○登録要件厳格化
○広告等規制強化
○取立行為規制強化
○貸金業務取扱主任
　　制度の創設
○罰則の強化　等

貸金業規制法の改正貸金業規制法の改正

15年改正 18年改正

深刻化するヤミ金融問題深刻化するヤミ金融問題

図 - 17 ヤミ金融問題への
対応

注１：被害人員等には、高金利の貸付け等を受けた借入者、ヤミ金業者による恐喝の被害者等の数を計上している。
　２：被害額等には、高金利等による貸付金額、ヤミ金業者による恐喝の被害額等を計上している。

年次
区分 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

検挙事件数（事件） 149 168 210 238 556 432 339 323 484 437

検挙人員（人） 321 461 517 446 1,246 919 706 710 995 860

被害人員等（人） 62,758 49,663 79,454 122,115 321,841 279,389 173,399 154,511 148,543 141,394

被害額等 180億7,659万円 160億3,609万円 186億7,510万円 159億8,384万円 322億3,639万円 348億2,775万円 237億7,804万円 199億7,536万円 303億8,998万円 293億3,378万円

表 - 3 ヤミ金融事犯の検挙状況の推移（平成11～20年）

無登録貸金業者（30）らは、18年5月ころから20年6月
ころにかけて、多重債務者名簿等を基に、ダイレクトメールや
レンタル携帯電話で融資を勧誘し、約5,600人に対し、法定
金利の約18倍から約157倍の利息で貸し付け、返済金を他人
名義の預金口座に振り込ませ、約2億3,700万円の違法収益
を受領するなどした。同年2月から同年9月にかけて、9人を
出資法違反（高金利）、組織的犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠
匿）等で逮捕した（警視庁、長崎）。

押収した犯行ツール

注1：昭和63年ころから平成15年にかけて、山口組傘下の旧五菱会関係者らが、大規模なヤミ金融グループを組織し、その莫大な違法収益
等を国内外に隠匿していた事件

2：平成15年6月、大阪府八尾市内に居住する主婦が、ヤミ金業者の執拗な取立てに耐えきれず、夫らと共に線路に飛び込み自殺した事件
3：出資法違反（高金利）事件及び貸金業法違反事件並びに貸金業に関連した詐欺、恐喝、暴行等の事件
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（４）インターネットを利用した詐欺の現状
情報通信技術（IT）の発展に伴い、インターネッ

トが国民にとって身近で気軽に利用できるものとな

っている一方、これを利用した詐欺も発生している。

その手口は、フィッシング（注１）やスパイウェア（注２）

といった高度な技術を用いて不正に入手した他人の

ID・パスワードを利用するなど、悪質・巧妙化し

ており、匿名性の高いサイバー空間においてインタ

ーネット利用者が気付かないうちに被害に遭う危険

性が高まっている。

①　インターネット・オークションを利用した詐欺

インターネット・オークションは、手軽に参加できるという利便性から、広く利用されてい

る。一方、オークションで落札し、代金を振り込んでも商品が送られず、金銭をだまし取られ

るという詐欺による被害が近年多発しており、平成17年以降、ネットワーク利用犯罪（注３）に係

る詐欺の検挙件数のうち、75％以上を占めるようになっている。また、

・ 不正に入手した他人のID・パスワードを利用し、他人になりすまして架空の商品を出品

する

・ 商品を落札できなかった者に対し、出品者を装ってメールで直接取引を持ち掛ける

など悪質な手口により金銭をだまし取るものがみられる。

②　インターネットバンキングを利用した電子計算機使用詐欺

インターネットバンキングは、銀行に行かなくても自宅等から手軽に取引ができるという利便

性を有するが、近年、このサービスを悪用し、不正に入手した他人のID・パスワードを利用して

他人の預貯金口座から不正に送金するという電子計算機使用詐欺による被害も発生している。

第1節：日常生活を脅かす犯罪の現状
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図 - 18 ネットワーク利用犯罪に係る詐
欺の検挙件数（平成16～20年）

元山口組傘下組織構成員（33）らは、17年12月ころから19年１月ころにかけて、フィッシ
ングにより入手した他人のID・パスワードを利用してインターネット・オークションのウェブサ
イトに不正にアクセスした上、他人になりすまして架空出品し、落札した者から代金をだまし取
る手口で犯行を重ね、約1,100人から総額約2億1,000万円をだまし取った。同年9月から20
年6月にかけて、6人を詐欺罪、不正アクセス行為の禁止等に関する法律（以下「不正アクセス
禁止法」という。）違反（不正アクセス行為）等で逮捕した（大分、岐阜、広島、福岡、佐賀、
宮崎、鹿児島）。

無職の男（23）は、19年10月ころから20年4月ころにかけて、フィッシングにより入手し
た他人のID・パスワードを利用してインターネットバンキングのウェブサイトに不正にアクセス
した上、約20人の預貯金口座から同男の管理する預貯金口座に約1,300万円を送金する操作を
行った。同年7月、電子計算機使用詐欺罪、不正アクセス禁止法違反（不正アクセス行為）等で
逮捕した（警視庁）。

注1：金融機関を装って電子メールを送信するなどして、受信者が偽のウェブサイトにアクセスするよう仕向け、そこに個人のID・パスワー
ド等を入力させ、それらを不正に入手する行為

2：コンピュータのハードディスク等に記録された情報、キーボードの入力情報、表示画面の情報等を取り出して、漏えいさせる機能を持
つプログラム

3：その実行に必要不可欠な手段として高度情報通信ネットワークを利用する犯罪
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（１）食品・製品等に係る安全・安心を脅かす事犯の現状
①　食品に係る安全・安心を脅かす事犯の現状

近年、薬物が混入された食品の摂取によって生命・身体に重大な被害が生じる事案が発生し、

国民に大きな不安を与えている。

また、食品衛生関係事犯（食品衛生法違反）や食品の産地等偽装表示事犯（不正競争防止法

違反等）といった食の安全に係る事犯は近年増加しており、20年中の検挙事件数は37事件、検

挙人員は91人となった。中でも、食品の産地等偽装表示事犯の検挙事件数は16事件、検挙人員

は57人と大幅に増加しており、統計を取り始めた14年以降で最多となった。

偽装手口は悪質・巧妙化が進んでおり、架空の会社名義で架空取引を行うなどの手口もみら

れる。

2 国民の生命・身体を脅かす犯罪の現状

（事件） （人）

平成 （年）
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図 - 19 食の安全に係る事犯の検挙状況の推移（平成16～20年）

1 平成19年12月から20年1月にかけて、千葉県及び
兵庫県において、中国製冷凍ギョーザによる薬物中毒事
案が3件発生し、当該食品等から有機リン系農薬である
メタミドホスが検出された。
事案の発生が2県にわたることから、両県警察は、警

察庁の調整の下、同種被害の拡大を防止するための広報
を実施した。また、警察庁は、捜査会議を開催し、捜査
方針等について協議した上、両県警察による共同捜査を
推進した。さらに、中国公安部と情報交換を行うなど事
案の真相解明に努めており、21年6月現在、捜査中であ
る（千葉、兵庫）。

捜査会議の状況 （時事）
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第1節：日常生活を脅かす犯罪の現状

日
常
生
活
を
脅
か
す
犯
罪
へ
の
取
組
み 

特
集 

年次区分  16 17 18 19 20
検挙事件数（事件） 25 26 25 52 37
食品衛生関係事犯 14 18 20 48 21
食品の産地等偽装表示事犯 11 8 5 4 16

検挙人員（人） 42 37 35 90 91
食品衛生関係事犯 21 21 23 69 34
食品の産地等偽装表示事犯 21 16 12 21 57

検挙法人（法人） 11 7 4 5 24
食品衛生関係事犯 3 1 1 3 5
食品の産地等偽装表示事犯 8 6 3 2 19

表 - 4 食の安全に係る事犯の検挙状況の推移（平成16～20年）

2 食肉製造加工会社代表取締役（77）らは、18年5月
ころから19年10月ころにかけて、比内地鶏でない鶏肉
で製造した加工食品を「比内地鶏」等と表示し、小売業
者11社に販売して約6,300万円をだまし取った。20
年5月から同年6月にかけて、1法人、6人を不正競争防
止法違反（誤認惹

じゃっ

起行為）及び詐欺罪で検挙した(秋田)。

偽装された加工食品の検証状況

3 水産物輸入販売会社代表取締役（44）らは、20年2
月ころから同年4月ころにかけて、中国産うなぎのかば
焼きを「愛知県三河一色産」等と表示し、卸売業者8社
に約15トンを販売した。同年11月から同年12月にか
けて、3法人、8人を不正競争防止法違反（誤認惹起行
為）で検挙した（兵庫、徳島）。

押収した中国産うなぎ

4 水産物輸入販売会社代表取締役（59）は、19年11
月、中国産のむき身かき約400キログラムを輸入するに
当たり、食品として輸入する際の貝毒検査に係る費用を
免れる目的で、釣り餌

えさ

用と虚偽の申告をして輸入し、小
売業者に食品として販売した。20年2月、1法人、1人
を食品衛生法違反（輸入届出義務）で検挙した（千葉）。

押収したむき身かき
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②　製品等に係る安全・安心を脅かす事犯の現状

近年、家庭用湯沸器の利用による一酸化炭素中毒事故や高層住宅におけるエレベーター事故

を始め、日常生活において身近な製品・施設の利用に起因して生命・身体に重大な被害が生じ

る事案が発生し、国民に大きな不安を与えている。

1 17年11月、男子大学生ら2人が、自宅において家庭
用湯沸器の利用に起因する一酸化炭素中毒で死傷した。
19年10月、事故の未然防止のために必要な措置を講ず
べき業務上の義務があるにもかかわらず、これを怠った
などとして、当該家庭用湯沸器の製造会社役員（69）
ら3人を業務上過失致死傷罪で検挙した（警視庁）。

捜査員による捜索（時事）

2 18年6月、男子高校生が、高層住宅のエレベーターか
ら降りようとしたところ、ドアが開いたままの状態で上
昇したエレベーターのかご部分と外枠部分との間に挟ま
れ死亡した。21年3月、事故の未然防止のために必要な
措置を講ずべき業務上の義務があるにもかかわらず、こ
れを怠ったなどとして、当該エレベーターの製造会社の
元会社員（57）ら6人を業務上過失致死罪で検挙した
（警視庁）。

捜査員による捜索（時事）

5 水産加工会社代表取締役（48）は、19年10月ころ
から同年12月ころにかけて、有毒な物質が含まれるた
め販売が認められていないとらふぐの肝臓約470キログ
ラムを販売した。20年4月、1法人、1人を食品衛生法
違反（不衛生食品等の販売等の禁止）で検挙した（宮崎）。

とらふぐの加工場
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（２）保健衛生事犯の現状
近年、国民の健康志向や美容願望につけ込み、医学的根拠が明らかでない効能をうたい、又

は虚偽の体験談を用いてあたかも特定の疾病や部位に効くような宣伝をして健康食品を高額で

販売する事犯のほか、模造された医薬品を販売するなどの薬事法違反、無資格で医療行為を行

う医師法違反等の事犯が発生し、国民に大きな不安を与えている。

第1節：日常生活を脅かす犯罪の現状

日
常
生
活
を
脅
か
す
犯
罪
へ
の
取
組
み 

特
集 

年次

区分

件数・人員

注１：薬事関係事犯とは、薬事法違反、薬剤師法違反等に係る事犯をいう。
　２：医事関係事犯とは、医師法違反、歯科医師法違反等に係る事犯をいう。
　３：公衆衛生関係事犯とは、食品衛生法違反、狂犬病予防法違反等に係る事犯をいう。

 16 17 18 19 20

 件数 人員 件数 人員 件数 人員 件数 人員 件数 人員
 （件） （人） （件） （人） （件） （人） （件） （人） （件） （人）

総　　数 505 500 507 554 482 461 560 572 551 493

 薬事関係事犯 279 297 251 320 201 197 196 225 207 211

 医事関係事犯 61 78 73 100 65 93 63 110 66 84

 公衆衛生関係事犯 165 125 183 134 216 171 301 237 278 198

表 - 5 保健衛生事犯の検挙状況の推移（平成16～20年）

2 エステティックサロン店長（28）らは、19年5月こ
ろから20年3月ころにかけて、医師でないのに、同店に
設置した光脱毛機器を使用して脱毛する医療行為を行っ
た。同年9月、3人を医師法違反（無資格医業）で逮捕
した（京都）。

押収した光脱毛機器

1 美容器具販売会社代表取締役（58）は、平成17年9
月ころから19年5月ころにかけて、医薬品を販売する許
可を受けていないのに、「注射をすればやせられる」な
どとダイエット効果をうたい、承認を受けていない医薬
品である新陳代謝促進剤等を無許可で販売した。20年1
月、薬事法違反（無許可の医薬品販売業）で逮捕した
（広島）。

押収した新陳代謝促進剤


